
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

民
間
事
業
者
が
協
議
会
を
組
織
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
都
市
開
発
事
業
及
び
民
間
事
業
者
が
民
間
都
市
再

生
事
業
計
画
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
都
市
開
発
事
業
の
事
業
区
域
の
面
積
の
規
模
は
、
〇
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
内
に
お
い
て
当
該
都
市
開
発
事
業
を
施
行
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
規
模
以
上
と
す
る
こ
と
。

一

二
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

一
ヘ
ク
タ
ー
ル

二

当
該
都
市
開
発
事
業
の
事
業
区
域
に
隣
接
し
、
又
は
近
接
し
て
こ
れ
と
一
体
的
に
他
の
都
市
開
発
事
業
が
施
行
さ
れ
、

又
は
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
都
市
開
発
事
業
の
事
業
区
域
の
面
積
の
合
計
が

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
と
な
る
場
合

〇
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

（
第
二
条
及
び
第
七
条
関
係
）

第
二

こ
の
政
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
関
係
）


